
議

案

第

百

十

三

号

 

 
 

 

港

区

廃

棄

物

の

処

理

及

び

再

利

用

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

 
 

平

成

二

十

八

年

十

一

月

二

十

四

日

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

廃

棄

物

の

処

理

及

び

再

利

用

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

廃

棄

物

の

処

理

及

び

再

利

用

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

一

年

港

区

条

例

第

三

十

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

別

表

一

廃

棄

物

処

理

手

数

料

の

部

手

数

料

の

欄

中

「

三

十

六

円

五

十

銭

」

を

「

四

十

円

」

に

、

「

六

十

九

円

 

を

「

七

十

六

円

」

に

、

「

二

千

五

百

円

」

を

「

二

千

八

百

円

」

に

改

め

る

。

 

付 

則 

（

施

行

期

日

） 

１ 

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

九

年

十

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

（

経

過

措

置

） 

２ 

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

港

区

廃

棄

物

の

処

理

及

び

再

利

用

に

関

す

る

条

例

（

以

下

「

新

条

例

」

と

い

 
 

」 



う

。

）

別

表

一

廃

棄

物

処

理

手

数

料

の

部

三

の

項

の

規

定

（

た

だ

し

書

に

係

る

部

分

に

限

る

。

）

は

、

平

成

二

十

九

年

十

月

一

日

以

後

に

区

長

が

申

込

み

を

受

け

た

粗

大

ご

み

に

係

る

手

数

料

に

つ

い

て

適

用

し

、

同

日

前

に

区

長

が

申

込

み

を

受

け

た

粗

大

ご

み

に

係

る

手

数

料

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

 

３ 

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

前

の

港

区

廃

棄

物

の

処

理

及

び

再

利

用

に

関

す

る

条

例

第

五

十

三

条

の

規

定

に

よ

り

交

付

さ

れ

た

有

料

ご

み

処

理

券

は

、

平

成

二

十

九

年

十

月

一

日

以

後

一

月

の

間

は

、

区

長

が

収

集

し

、

及

び

運

搬

す

る

廃

棄

物

に

添

付

す

る

も

の

に

限

り

、

な

お

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

当

該

有

料

ご

み

処

理

券

を

使

用

し

た

事

業

者

に

つ

い

て

は

、

同

日

以

後

に

お

い

て

も

、

新

条

例

別

表

一

廃

棄

物

処

理

手

数

料

の

部

の

規

定

に

よ

る

廃

棄

物

処

理

手

数

料

の

納

付

が

あ

っ

た

も

の

と

み

な

す

。 

（

説 

明

） 

 

廃

棄

物

処

理

手

数

料

を

改

定

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 

 


